
議員提出議案第２号 

宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。 

令和５年（２０２３年）１０月６日提出 

宝塚市議会議長 冨 川 晃太郎 様 

（提出者） 

宝塚市議会議員 大 川 裕 之 

同    池 田 光 隆 

同    三 宅 浩 二 

同    寺 本 早 苗 

同    大 島 淡紅子 

同    田 中 こ う 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第１３号）の

一部を次のように改正する。 

附則第２項を次のように改める。 

（議員報酬の月額の特例） 

２ 令和５年１１月１日から令和９年４月２９日までの間に限り、第２条の規定の適用に

ついては、同条中「７０２，４００円」とあるのは「６６７，２００円」と、

「６３１，１００円」とあるのは「５９９，５００円」と、「５７９，４００円」とある

のは「５５０，４００円」とする。 

附 則 

この条例は、令和５年１１月１日から施行する。 


